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行政文書開示請求書の提出

請求書の送付

（対象文書の検索）

開示・不開示等の決定

（原則として15日以内）
決定通知書の交付・行政文書

の開示（連絡・送付含む）
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（注）写しの交付の場合は、費用の負担が必要です。

（通常文書の場合、片面1枚10円です）。

写しの送付（郵送）の場合には、併せて郵送料の負担が必要となります。


